
議
案
第
六
十
一
号 

 
宇
部
市
営
住
宅
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
条
例
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
六
年
六
月
七
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

  

第
六
条
第
一
項
中
「
認
め
ら
れ
る
者
」
の
下
に
「
（
以
下
「
単
身
居
住
が
困
難
な
者
」
と
い
う
。
）
」

を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
八
号
ロ
中
「
第
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
十
条
の
二
」
を
、
「
第

二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
」
の
下
に
「
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
た

だ
し
書
に
規
定
す
る
者
」
を
「
単
身
居
住
が
困
難
な
者
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三

十
一
号
）
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
入
居
者
の
資
格
） 

（
入
居
者
の
資
格
） 

第
六
条 

市
営
住
宅
に
入
居
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

は
、
次
の
条
件
（
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
そ
の
他

の
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る
者
と
し

て
次
項
に
定
め
る
者
（
身
体
上
又
は
精
神
上
著
し

い
障
害
が
あ
る
た
め
に
常
時
の
介
護
を
必
要
と

し
、
か
つ
、
居
宅
に
お
い
て
こ
れ
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ず
、
又
は
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
者
（
以
下
「
単
身
居
住
が
困
難
な
者
」

と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
「
高
齢
者
等
」
と
い

う
。
）
に
あ
っ
て
は
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、

被
災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
十
四
号
）
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
被
災
者
等

に
あ
っ
て
は
第
三
号
及
び
第
五
号
、
港
町
住
宅
に

入
居
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
第
二
号
か
ら

第
五
号
ま
で
）
を
具
備
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

第
六
条 

市
営
住
宅
に
入
居
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

は
、
次
の
条
件
（
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
そ
の
他

の
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る
者
と
し

て
次
項
に
定
め
る
者
（
身
体
上
又
は
精
神
上
著
し

い
障
害
が
あ
る
た
め
に
常
時
の
介
護
を
必
要
と

し
、
か
つ
、
居
宅
に
お
い
て
こ
れ
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ず
、
又
は
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
者
（
以
下
「
単
身
居
住
が
困
難
な
者
」

と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
「
高
齢
者
等
」
と
い

う
。
）
に
あ
っ
て
は
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、

被
災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
十
四
号
）
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
被
災
者
等

に
あ
っ
て
は
第
三
号
及
び
第
五
号
、
港
町
住
宅
に

入
居
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
第
二
号
か
ら

第
五
号
ま
で
）
を
具
備
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

２ 

八 

八 

ロ 

配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
十
条
第
一
項 

又
は
第
十
条
の
二
（
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法

第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定

を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
裁
判
所
が
し
た
命
令
の
申
立
て
を
行
っ
た

者
で
当
該
命
令
が
そ
の
効
力
を
生
じ
た
日
か

ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の 

ロ 

配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
十
条
第
一
項 

又
は
第
十
条
の
二
（
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法

第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定

を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
裁
判
所
が
し
た
命
令
の
申
立
て
を
行
っ
た

者
で
当
該
命
令
が
そ
の
効
力
を
生
じ
た
日
か

ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の 

３ 

市
長
は
、
入
居
の
申
込
み
を
し
た
者
が
前
項
た

だ
し
書
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を

判
断
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
を
し
て
、
当
該
入

居
の
申
込
み
を
し
た
者
に
面
接
さ
せ
、
そ
の
心
身

の
状
況
、
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
介
護
の
内
容
そ

の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
調
査
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。 

３ 

市
長
は
、
入
居
の
申
込
み
を
し
た
者
が
単
身
居

住
が
困
難
な
者 

 
 
 
 
 

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を

判
断
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
を
し
て
、
当
該
入

居
の
申
込
み
を
し
た
者
に
面
接
さ
せ
、
そ
の
心
身

の
状
況
、
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
介
護
の
内
容
そ

の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
調
査
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。 
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改正前 改正後

法第１０条第１項

《保護命令》
（接近禁止命令等）

（退去等命令）

法第１０条第１項

《接近禁止命令等》
※対象を拡大

（精神的な暴力も対象）

法第１０条の２

《退去等命令》

資料１

【DV防止法の改正のポイント】

※１０条第１項 ⇒１０条第１項、１０条の２（追加）



資料２

条項の追加による補正

集約的表記として、定義

集約的表記として、定義


